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事業名 事業結果の概要

都道府県及び市区町

村における認知症地域

支援推進員の効果的な

活動と地域資源ネットワ

ーク構築の促進に関する

調査研究事業

質問紙調査は全国の市区町村を対象に、平成 27 年 11 月 30 日から平成 28 年 1 月 22 日にかけて郵送にて実施した。配布数は 1,741 件で回収数：
1,022 件（回収率：58.7％）であった。推進員調査票は、市区町村を通じて配布していただき、市区町村を通じて回収した。回収数は 1,347 件
で、平成 27 年に厚生労働省が実施した調査によると、平成27 年度中に配置される推進員の数は全国で 2,300 名であったことから、回収率の目
安 58.6％である。
聞き取り調査は、人口規模や推進員の配置形態を考慮し、全国 7 か所（北海道苫小牧市、岩手県奥州市、東京都町田市、新潟県燕市、和歌山

県御坊市、福岡県大川市、大分県大分市）を選定し、平成 28 年 1 月 19日～2 月 25 日にかけて訪問による面接調査を実施した。2 つの調査を通
じて明らかになったこと（抜粋）は以下である。
 全国の市区町村において推進員の配置は着々と進んでいるが、特に人口規模の小さな自治体においては、平成 28 年度以降に配置を予定し

ているところが多い。
 人口規模にかかわらず 80％以上の市区町村において、推進員の人員の確保や業務の継続性に課題を感じていた。
 市区町村が推進員の配置により期待していることや、推進員に求めている関わりの程度は多岐にわたる。しかし推進員の活動状況を見ると、

会議や研修等への参加のみにとどまっている事業も多く、また、事業に関わっていない、もしくは実施していないという回答も多かった。
また、推進員の 75.2%の者が「業務量が多く、推進員としての活動・取組に十分な時間が取れない」と感じていた。

 業務全体における推進員活動の割合について、行政に配置されている専任の推進員は、平均すると業務全体の 72.0％を推進員活動に携わっ
ていると回答したのに対し、委託の地域包括支援センターに配置されている兼務の推進員は 28.3％と、その差は 43.7 ポイントであった。

 推進員の多くは自治体の基礎情報や地域に住む高齢者の状況等を把握しているが、推進員同様に認知症に特化した研修を受講した者の数に
ついては、60%以上が「把握していない」と回答した。

 地域の機関・事業所・関係者との連携状況を見ると、行政や介護保険サービスに関わるところとの連携はできているが、医療機関や自治会・
町内会、認知症サポーター、消防、法テラスといった、地域にある様々な資源・関係者との連携については、できていないとの回答が多か
った。

 推進員の 90%以上が、スーパーバイズが受けられる体制の整備が必要であると回答した。しかし、市区町村の 80％以上が、スーパーバイズ
できる人人員の配置が難しいと回答している。

これらの課題に対し、特に聞き取り調査の結果を基に、推進員、市区町村、都道府県、国の役割をまとめると以下のようになる。

推進員 地域の実情と所属先の強み、職種の得意を踏まえ、推進員活動に優先順位をつけ、計画的に取組む

市区町村

 推進員を適切に配置し、活動しやすい環境を整える

 推進員の周知をはかり、地域の関係者の顔つなぎをする

 推進員の役割を明確にする

 推進員活動を展開していくために必要な予算（事業費）を確保する

都道府県

国

 推進員の課題やニーズに応じた、県・ブロック単位での推進員研修やネットワーク会議を開催する

 人口規模や配置先等を考慮し、活動事例を紹介する

 推進員がスーパーバイズを受けられる体制を整える

 全国の推進員活動の好事例を把握し、ウェブ等で公開する

 認知症地域支援推進員活動の手引きを充実させる


